
令 和 ２ 年
10月９日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

保
安
林
指
定
の
解
除
（
萩
市
）
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
有
水
面
の
埋
立
て
の
承
認
の
出
願
（
港
湾
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

県
営
大
谷
口
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
告
示

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格
者
審
査
の
実
施

三

…
…
…
…
…
…
…

規

則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
号

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

第
二
十
二
条
の
二
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め

る
。第

二
十
七
条
第
一
項
の
表
中
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
、
第
六
十
条
の
二
の
二

第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
明
木
字
向
横
瀬
一
七
〇
五
・
一
七
〇
九
・
字
芋
ケ
迫
右
平
一
一
六
八
六
・
字
芋
ケ
迫
一

一
七
〇
二
の
一
・
字
横
瀬
仏
木
一
一
八
〇
〇
の
一
四
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産

部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
承
認
の
出
願
が
あ
っ
た
。

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び

関
係
図
書
は
、
令
和
二
年
十
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
、

山
口
県
周
南
港
湾
管
理
事
務
所
及
び
周
南
市
建
設
部
河
川
港
湾
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

一
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目

次
















令
和
二
年
十
月
九
日

徳
山
下
松
港
港
湾
管
理
者

山
口
県

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

埋
立
区
域

㈠

位
置

周
南
市
晴
海
町
一
一
番
及
び
一
二
番
地
先
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
⚑
の
地
点
か
ら
⚖
の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
⚑
の
地
点
と
⚖
の
地
点
を
結
ぶ
平

成
二
年
十
月
十
九
日
付
け
指
令
港
湾
第
五
〇
一
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面

と
の
境
界
線
（
Ｄ
．
Ｌ
．
＋
三
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
）
に
囲
ま
れ
た
区
域

⚑
の
地
点

周
南
市
大
字
富
田
字
仙
島
の
仙
島
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
四
度
〇
二
分
三
六
・
五
五

五
四
秒
東
経
一
三
一
度
四
六
分
〇
〇
・
三
八
〇
二
秒
）
（
以
下
「
基
準
点
」
と
い

う
。
）
か
ら
一
四
三
度
二
九
分
一
七
秒
二
二
一
一
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⚒
の
地
点

⚑
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
五
八
分
四
四
秒
一
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⚓
の
地
点

⚒
の
地
点
か
ら
一
一
四
度
五
八
分
四
四
秒
二
九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⚔
の
地
点

⚓
の
地
点
か
ら
二
四
度
五
八
分
四
四
秒
五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⚕
の
地
点

⚔
の
地
点
か
ら
二
九
四
度
五
八
分
四
四
秒
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⚖
の
地
点

⚕
の
地
点
か
ら
二
四
度
五
八
分
四
四
秒
五
九
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

二
、
六
七
七
・
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

㈠

位
置

周
南
市
晴
海
町
一
〇
番
か
ら
一
二
番
ま
で
の
地
内
及
び
こ
れ
ら
の
地
先
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑥
の
地
点
を
結
ん
だ

線
に
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
か
ら
一
四
五
度
三
二
分
五
〇
秒
二
〇
三
五
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
五
八
分
四
四
秒
四
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
一
四
度
五
八
分
四
四
秒
四
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
四
度
五
八
分
四
四
秒
四
五
八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
九
四
度
五
八
分
四
四
秒
二
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
四
度
五
八
分
四
四
秒
一
一
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

一
九
九
、
四
四
〇
・
七
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
地
の
用
途

埠ふ

頭
用
地

四

出
願
人

国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
長

五

出
願
の
年
月
日

令
和
二
年
九
月
一
日

公

告

（
二
二
三
）
県
営
大
谷
口
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

大
谷
口
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
大
谷
口
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
二
二
四
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま

し
た
。令

和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

二
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公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

周
南
市
大
字
須
々
万
奥

三

作
業
の
期
間

令
和
二
年
九
月
十
五
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
ま
で

（
二
二
五
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
西
市
二
丁
目

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

周
南
市
鐘
楼
町
三
番
一
号

三
和
土
地
建
物
株
式
会
社

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ

り
、
検
定
合
格
者
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

審
査
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
並
び
に
審
査
の
定
員

㈠

種
別
及
び
級

空
港
保
安
警
備
業
務
（
一
級
）
、
空
港
保
安
警
備
業
務
（
二
級
）
、
施
設
警
備
業
務
（
一

級
）
、
施
設
警
備
業
務
（
二
級
）
、
交
通
誘
導
警
備
業
務
（
一
級
）
、
交
通
誘
導
警
備
業
務
（
二

級
）
、
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
（
一
級
）
、
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業

務
（
二
級
）
、
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
（
一
級
）
及
び
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
（
二
級
）

㈡

定
員

五
十
人

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日
（
木
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

㈡

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部

三

審
査
の
対
象
者

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
検
定
（
以
下
「
旧
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）

㈠

規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
検
定
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
警
備
業
務

に
従
事
し
て
い
る
期
間
が
継
続
し
て
一
年
以
上
で
あ
る
警
備
員

㈡

規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
検
定
に
係
る
警
備
業
務
に
係
る
旧
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
講
習
の
講
師
と
し
て
従
事
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
講
師
と
し
て
従
事
し
て
い
る
期
間
が

継
続
し
て
一
年
以
上
で
あ
る
者
（
(一
)に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四

審
査
の
方
法

学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
二
年
十
月
十
九
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も
、
申
請
者
の
数
が
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も
の
と

す
る
。

六

審
査
申
請
書
の
提
出
先

㈠

山
口
県
公
安
委
員
会
か
ら
旧
規
則
第
八
条
の
合
格
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

山
口
県
内
の
最
寄
り
の
警
察
署

㈡

山
口
県
公
安
委
員
会
以
外
の
公
安
委
員
会
か
ら
旧
規
則
第
八
条
の
合
格
証
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者山

口
県
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
又
は
そ
の
者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

七

提
出
書
類

㈠

審
査
申
請
書
（
規
則
附
則
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
。
）

㈡

添
付
書
類

⚑

六
の
㈡
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面
又
は
山
口
県

内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

二
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⚒

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名

及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

⚓

旧
規
則
第
八
条
の
合
格
証
の
写
し

八

審
査
手
数
料

四
千
七
百
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

九

そ
の
他

㈠

審
査
申
請
書
は
、
審
査
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話

〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。

令
和
二
年
十
月
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
十
月
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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